
２．施策・事業一覧表

28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

※　中心市街地の形成
　　中心市街地は、商業、業務など様々な機能が集まり、地域経済の発展や豊かな生活の実現に大切な役割を果た

　す場所です。中心市街地をこれからの時代のニーズに対応した地域コミュニティの中心として、人が住み、育ち、

　学び、働き、交流する場として形成することが求められています。

　　中心市街地の形成は、全国的な課題として「都市計画法」、「中心市街地活性化法」、「大規模小売店舗立地

　法」のいわゆる「まちづくり三法」に基づき取り組まれているものであり、本市においても「第５次八潮市総合

　計画」に位置付けられている、八潮駅周辺の新たな中心市街の活性化に向けた取組が必要です。

　本市商業は、つくばエク
スプレスの開通により大き
な転換期を迎えており、魅
力ある中心商業拠点の景観
づくりを推進し、物販、飲
食、サービスなど多様な機
能集積を図ります。
　また、市役所周辺の既存
の中心市街地の活性化を図
ります。

・小規模事業者の経営支
　援

・中心市街地活性化事業
　調査研究

・ＩＴを利用した商店会
　情報等の提供

・ＩＴ化による企業情報
　の受発信

２．中心市街地の形成

　（※）

・良好な都市景観形成事
　業

〈産業振興関連事業〉

　インターネットを活用し
た情報の提供や電子商取引
に係る受発注の支援などを
通じ、市内企業のＩＴ化を
促進します。

３．ＩT化取組支援

施　策　名 取組年度

１．中小企業支援機能の

　　整備

・経営相談窓口の設置

　市内の中小企業等が健全
経営を維持し、発展し続け
るためには、従来にも増し
て経営体質を強化し、経営
力を高めることが重要で
す。そのための各種事業を
推進する機能の整備を図り
ます。

事　業　名

・経営指導、経営改善、
　情報提供、研修会の
　充実

・経営アドバイザー等の
　専門家の派遣

(1) 経営基盤強化の支援及び経営の健全化を図る

① 経営基盤強化の支援

第 ２ 次 後 期 計 画

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

取組年度施　策　名

４．自助努力の支援

５．就業環境の整備促進

事　業　名

　産業主体の主役は、あく
まで事業主であり、経済活
動が地域を越えた広がりの
中で展開される現実などを
見ると、市だけで行える支
援には限りがあります。
　こうした環境のもと、限
りある行政資源を効率的に
投下し、最大限の効果を上
げるために、自主的努力を
行っている事業者の弱みを
補強し、強みに変えるため
の支援を行います。

・新商品開発支援

・地域コミュニティビジ
　ネスの推進

・八潮ブランドの確立

・一店逸品運動の支援
　（※）

・ＩＳＯ認証取得の支援

・勤労者住宅資金融資制
　度の充実

　不安定就労者や無職の方
の雇用問題を重点課題とし
て、就業環境の整備を図り
ます。

・業務継続計画策定の支
　援

・先端設備等導入計画認
　定申請の促進

・災害関連に対応する事
　業者支援

・中小企業退職金共済掛
　金補助制度の充実

(1) 経営基盤強化の支援及び経営の健全化を図る

① 経営基盤強化の支援

第 ２ 次 後 期 計 画

新規

主要

新規

主要

主要

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

※一店逸品運動の支援
　商店街の活性化の先に個店の活性化があるのではなく、個店の活性化の先に結果として商店街の活性化があると

いわれています。個店の魅力を高める逸品は、お店の売る姿勢を明確に示した商品であり、顧客のニーズを掘り起

こす提案型商品で、お客様に喜んでいただけたり、おいしさを表現できる商品やサービスです。

※６次産業化
　農林水産物を収穫・漁獲（第一次産業）するだけでなく、加工（第二次産業）し、流通・販売（第三次産業）ま

で手がけることで、農林水産業の経営体質強化を目指す経営手法のことです。

取組年度

・農業近代化施設導入事
　業

・農業近代化資金利子補
　給

・農業用包装資材購入事
　業の促進

６．農業経営体への支援

事　業　名

・水田農業の保全

　農家が新鮮で安全な農産
物を提供するため、都市の
立地条件を有効に活用した
効率的で付加価値の高い都
市型農業経営への支援に努
めます。
　また、自然環境にも配慮
した都市農地の保全に努め
ます。

・6次産業化の促進
（※）

施　策　名

(1) 経営基盤強化の支援及び経営の健全化を図る

① 経営基盤強化の支援

主要

主要

主要

第 ２ 次 後 期 計 画

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

取組年度

１．中小企業資金融資制度の

　　充実

　市では、中小企業者の経
営安定や資金繰りの円滑化
を図るため、中小企業小口
資金融資、商工業近代化資
金融資及び中小企業不況対
策資金融資の３つの融資に
ついて、信用保証協会の保
証を付すことを前提に制度
化しています。
　さらに、社会経済情勢に
応じた融資制度の整備・充
実を図るため、融資資金の
利子補給や保証料の補助も
合わせて実施しています。

・不況対策資金融資の保
　証料補助

・事業用資金融資あっせ
　ん制度

・事業用資金融資の利子
　補給

事　業　名施　策　名

　市では、商工だよりの発
行や、ホームページの充実
を図り、タイムリーな情報
を提供します。
　また、消費動向調査等の
消費者ニーズ情報の商業者
への提供を行います。

・商工だよりの発行

・ホームページの活用

・商業者への消費者ニー
　ズ情報の提供

２．情報提供の充実

(1) 経営基盤強化の支援及び経営の健全化を図る

② 経営の健全化

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

・経営近代化を担う人材
　育成強化

・アンテナショップ（展
　示を含む）の設置

・優良技術者、技能者の
　表彰

施　策　名 取組年度

５．農業後継者の育成

事　業　名

・農業経営の法人化支援

　経営の近代化などによる
魅力ある商店会づくりを促
進するとともに、多様な市
民生活に対応した商業の実
現を図ります。
　また、本市の主要産業で
ある工業を、より高い付加
価値をもつ産業へと構造転
換を促進するため、新しい
時代を創造する活力ある人
材の育成を図ります。

　市では、優良な技術や技
能をお持ちの方の表彰を行
い、本市のものづくりにお
ける高いポテンシャルを広
く市内外に周知します。ま
た、経営の近代化を担う後
継者をはじめとする人材の
育成を支援します。

　専門技術や知識の習得を
支援することにより、地域
農業の担い手となる認定農
業者の育成などを通じて、
農業後継者の確保、育成を
図ります。

３．商工業の育成・支援

４．後継者の育成・支援

・優良技術者、技能者の
　組織化

・後継者育成にかかるセ
　ミナーの開催

・国等が行う後継者育成
　関連情報の提供

・後継者志望者への就学
　支援及び後継者の海外
　視察支援

・認定農業者育成

・住宅改修資金の補助

② 経営の健全化

(1) 経営基盤強化の支援及び経営の健全化を図る

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

・女性の就労支援（八潮
　市女性活躍推進計画の
　促進）

・障がい者の就労支援

・外国人就労者の支援

施　策　名 取組年度

６．雇用対策の推進

　優秀な人材を確保し、そ
の雇用を図ることは、企業
の経営自体を安定化するた
めには欠かせない条件で
す。市内の中小企業単独で
は行えない従業員の確保を
ハローワークと連携して支
援します。

・若年者就労の支援

・「八潮市ふるさとハロ
　ーワーク」の利用促進

・中高年人材の活用

事　業　名

・労働教育セミナーの充
　実

・労働団体事業補助金制
　度

・労働福祉の充実

〈産業振興関連事業〉

７．労働福祉の推進

　中小企業の福利厚生事業
の充実、労働環境の改善を
図り、従業員の労働意欲を
継続的かつ安定的に確保し
ます。

② 経営の健全化

(1) 経営基盤強化の支援及び経営の健全化を図る

第 ２ 次 後 期 計 画

新規
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

〈産業振興関連事業〉 28～R2 3 4 5 6 7

〈産業振興関連事業〉 28～R2 3 4 5 6 7

〈産業振興関連事業〉 28～R2 3 4 5 6 7

〈産業振興関連事業〉 28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

施　策　名

　市内の物産の振興を促進
するため物産品を展示しま
す。

取組年度

１．工業環境の整備・支援 ・企業立地に伴う支援、
　空き不動産情報の提供
　等

・企業誘致に伴う優遇施
　策の推進

・工場環境改善の支援

・産業・住環境共生まち
　づくり活動への支援

・地域社会と協働による
　産業振興事業

・工業環境の整備

３．工業製品の紹介

事　業　名

　都市化の進展などによ
り、住工混在地域に立地す
る工場について、工場立地
の適正化を図り、地域住民
と共生できる環境改善の支
援や操業の安定化を促進し
ます。
　また、空き不動産情報の
提供や優遇施策の実施によ
る企業誘致を推進します。

２．商業環境の整備・支援

　装飾型街路灯、共同駐車
場など商店会の環境整備を
促進するとともに、地元小
売業の健全な発展が図られ
るよう支援します。

・装飾型街路灯電気料の
　補助

・装飾型街路灯の整備・
　支援

・共同駐車場、共同駐輪
　場の整備・支援

・物産品の展示

・防犯力の強化事業

(2) 産業を営むための立地環境の整備及び改善並びに地域環境との調和を図る

① 立地環境の整備及び改善

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

・優良農地の保全

・八潮市街なかやすらぎ
　緑空間創出事業

・八潮市中川農地受け手
　有機肥料購入事業補助
　金

施　策　名 取組年度

　事業所等に対する検査、
指導を図るとともに、助成
制度を活用し、施設の改善
を促進します。

・公害監視、指導強化事
　業

４．環境改善対策の充実

〈産業振興関連事業〉

〈産業振興関連事業〉

・大瀬古新田土地区画整
　理事業

・西袋上馬場土地区画整
　理事業

・八潮南部東一体型特定
　土地区画整理事業

事　業　名

５．土地区画整理事業

６．農地の保全事業

　治水防災機能など、農業
用排水路の持つ多面的な役
割を生かしながら、都市的
土地利用との共存を図りま
す。

・農業用排水路管理事業

・八潮市中川農地出し手
　集積事業補助金

　つくばエクスプレスの開
通により、新たな街並みが
形成され、都市化や社会経
済活動の拡大が進んでいま
す。このため、引き続き事
業を推進し、良好な市街地
の形成を図ります。
　また、西袋上馬場、八潮
南部東については、地区計
画に基づき、適切な土地利
用の推進を図ります。

① 立地環境の整備及び改善

(2) 産業を営むための立地環境の整備及び改善並びに地域環境との調和を図る

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

主要

主要

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

事　業　名施　策　名 取組年度

　既設排水路の排水能力の
向上と生活環境の改善を図
るため、水路及び排水路の
整備・改修・維持管理に努
めます。

　市民生活や経済活動等に
伴う自動車交通等の円滑な
処理や歩行者等の安全対策
に配慮した道路の新設・改
良に努めます。

7．快適で便利な道路の整備

８．排水施設等の適切な維持

　　管理

・道路新設・舗装新設・
　道路改良・歩道整備

・水路及び排水路の整備
　・改修・維持管理

〈産業振興関連事業〉

〈産業振興関連事業〉

① 立地環境の整備及び改善

(2) 産業を営むための立地環境の整備及び改善並びに地域環境との調和を図る

第 ２ 次 後 期 計 画
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

施　策　名 取組年度

・空き店舗を活用したコ
　ミュニティ事業の推進

３．流通経路の安全確保

　低農薬、低化学肥料の栽
培等を推進し新鮮で安全、
安心な農産物を消費者に提
供します。

事　業　名

１．調和のとれた地域環境

　地域コミュニティから期
待される空き店舗対策事業
を実施するとともに、工業
情報を発信し市民理解の促
進を図ります。

・八潮街並みづくり推進
　事業

・緑道・遊歩道整備事業

５．美しく個性ある景観の

　　形成

４．駅周辺の良好な空間の

　　確保

〈産業振興関連事業〉

・駅周辺放置自転車等撤
　去・保管事業

・駅周辺のまちづくり活
　動への支援

　駅周辺の放置自転車対策
を推進し安全で快適な歩行
空間を確保するほか、市の
玄関口として人々が集い憩
う活気とにぎわいのあるま
ちづくりを推進するため、
駅周辺のまちづくり活動を
支援します。

　市の景観をみんなの財産
として、市民・企業・行政
がそれぞれの役割を理解
し、互いに協力しあいなが
ら良好な景観まちづくりを
一緒に考えていきます。

〈産業振興関連事業〉

〈産業振興関連事業〉

・工業情報の提供、市民
　理解の促進、工場見学
　（出前講座）

・環境保全型農業推進協
　議会事業への補助

・道路照明灯、反射鏡設
　置事業

　交通安全施設を整備し、
交差点等における視覚情報
の確保に努めます。

２．環境にやさしい農業の

　　確立

(2) 産業を営むための立地環境の整備及び改善並びに地域環境との調和を図る

② 地域環境との調和

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

施　策　名 取組年度

　農商工連携事業の推進を
図り、新たな産業の創出や
新製品の開発を促進しま
す。

事　業　名

・技術開発、製品開発の
　支援（公的、民間試験
　機関利用料の補助）

・試験研究機関等の連携
　支援による新技術の開
　発や高度化の推進

・異業種交流の促進

・農商工連携の推進

１．産学官連携の支援

２．企業間の交流

　経営革新や新技術の開発
には、産学官の連携が効果
的です。事業者とリーディ
ング企業、大学等の高等専
門教育機関との交流を支援
します。

　企業間のネットワークの
形成を図ります。

３．農商工連携の支援

(3) 技術及び新製品の開発、販路拡大その他の経営革新を促進する

① 技術及び新製品の開発

第 ２ 次 後 期 計 画

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

　市内事業者の新技術や経
営革新を支援します。

２．販路拡大

施　策　名 取組年度事　業　名

１．経営革新 ・経営革新等の研修、セ
　ミナーの開催

・直売所事業の推進

・2020東京オリンピッ
　ク・パラリンピックの
　開催に併せた八潮産品
　の情報提供

　市内では高品質の製品が
数多く製造されており、こ
れらの製品を広く一般に周
知することが販路拡大につ
ながるものと考えられま
す。
　このため、トップセール
スにより、本市の魅力ある
製品を広く市内外にＰＲす
るとともに、国際的なイベ
ントの開催や新たな販売拠
点の整備といった機会をと
らえて、効果的な販路拡大
を行います。

　展示会及び商談会は、主
に企業間取引の拡大につな
がる効果的な取り組みであ
るため、その開催や事業所
の参加・出展を支援しま
す。

　「顔の見える農業」、
「安全・安心・新鮮」を基
本に直売事業を一層充実
し、地元農産物の地産地消
を推進します。

・道の駅を活用した販路
　拡大支援

・埼玉東部工業展への補
　助

・受発注機会の拡大支援

・新技術情報の提供

・地元農産物を利用した
　特産品や推奨品の開発

３．展示会、商談会への支援

４．直売事業の推進

・特産品や推奨品の販路
　拡大支援

・企業間の受発注取引の
　支援

・トップセールスの実施

② 販路拡大その他経営革新の推進

(3) 技術及び新製品の開発、販路拡大その他の経営革新を促進する

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

主要

主要

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7・工業振興基金の設置
　（起業支援等）

・創業支援等事業計画の
　策定

１．創業者の支援・創出

　新たな雇用創出など、地
域活性化が期待される新規
創業者支援に関する情報提
供や創業支援施策を包括的
に盛り込んだ創業支援事業
計画を策定するとともに、
新規創業資金融資の利子補
給を行います。また、地域
経済の活性化のため、新し
いニーズを地域に生み出す
事業や、将来的な成長性が
認められる事業の創業を支
援します。

・新規創業者を支援する
　ための情報提供、セミ
　ナーの開催、利子補給
　の実施

施　策　名 取組年度事　業　名

・起業を支援するための
　情報提供、セミナーの
　開催

(4) 創業及び新事業の創出を促進する

① 創業の創出

第 ２ 次 後 期 計 画

主要

主要
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１．新事業の創出 28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

※インキュベーション・チャレンジショップ

　・インキュベーター

　　　新しい企業を起こそうとする個人や創業期企業、新しい分野への展開を目指す地域企業に対

　　して、その立ち上がりの拠点として事務所スペースを提供するほか、様々なサービスを提供し

　　ながら、その成長、発展を支援する施設・システムのことです。
　・チャレンジショップ

　　　これから商売をはじめようとする方々へ、独立までの様々なノウハウを積んでもらうための

　　施設として、一定条件の基に利用してもらい、将来は市内で開業してもらうことを目的として

　　います。

※新たな常態（ニューノーマル）

　　時代における大きな転換期に合わせた新しい働き方等のことです。

※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション・Digital Transformation）

　　「ＩＴの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」とする概念です。

　企業にとって、「ビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧

　客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのも

　のや、組織、プロセス等を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

※生活支援体制の充実

　　高齢者のひとり暮らし及び夫婦２人暮らしの世帯や認知症の高齢者が増加する中、高齢者が

　地域で自立した生活を営めるように、地域包括ケアシステムの構築が求められており、日常生

　活を支えていく生活支援体制の充実を図ります。

・生活支援体制の充実
（※）

取組年度施　策　名 事　業　名

　市内産業活性化のため
に、既存事業の振興ととも
に、新規創業や第二次創業
等を総合的に支援します。
　また、少子・高齢化の進
展や「新しい生活様式」な
どを踏まえ、生活支援体制
の充実やを新事業や新業態
への支援を行います。

・創業、第二次創業や新
　規店舗の開設のための
　「創業塾」の開設

・インキュベーション・
　チャレンジショップの
　開設（※）

・「新たな常態（ニュー
　ノーマル）」やＤＸ
　（デジタルトランスフ
　ォーメーション）等に
　よる、新事業や新業態
　に対する支援（※）

(4) 創業及び新事業の創出を促進する

② 新事業の創出

主要

新規

主要

第 ２ 次 後 期 計 画
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

施　策　名 取組年度

　地場産業の情報を提供
し、市内業者による販売を
促進します。

取組年度施　策　名

　市内事業所の技術継承の
育成や若年者雇用の確保を
図るための事業展開を推進
します。

・若年者雇用定着支援

・地場製品の情報提供

・特産品販売の支援（生
　産者と商店の連携）

事　業　名

事　業　名

１．販売促進

１．技術継承者の育成

(5) 地場産業を支援する

① 技術継承の育成、支援

② 地場製品の販売

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

第 ２ 次 後 期 計 画
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

施　策　名 取組年度

　文化財保護団体等の支援
を図るとともに、文化財に
関する啓発事業を推進しま
す。

事　業　名

〈産業振興関連事業）

１．観光協会の育成･支援

２．八潮の伝承文化

・（一社）八潮市観光協
　会への補助

・観光資源の発掘支援

・文化財管理・育成・振
　興事業

　観光資源を発掘し、都市
近郊型観光レクリエーショ
ンの振興を図ります。

（6）観光資源及び地域の特性を生かした観光の振興を進める

① 観光資源の発掘

第 ２ 次 後 期 計 画
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

〈産業振興関連事業〉 28～R2 3 4 5 6 7

〈産業振興関連事業〉 28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

　「中川やしおフラワー
パーク」及び「中川やしお
水辺の楽校」を含む中川包
括占用区域を活用しなが
ら、観光資源の充実を図り
ます。また、各種観光イベ
ントを開催し、参加・体験
型の観光レクリエーション
事業の充実を図ります。さ
らに、花桃によるまちづく
りを推進するため、首都圏
桃源郷づくり構想に基づく
事業を実施します。

・やしお駅前公園におけ
　るイベントの実施

・市民まつりの補助

・各種イベントにおける
　地場産業の支援

・首都圏桃源郷づくり構
　想に基づく事業

・ドッグランの整備

・観光アドバイザーの支
　援

・観光イベントの充実

・中川やしおフラワーパ
　ーク及び水辺の楽校を
　中心とする中川包括占
　用区域の活用（川の駅
　構想含む）

施　策　名 取組年度事　業　名

１．観光振興、支援

・中川河川敷の新たな観
　光資源の発掘

・ものづくり体験見学会
　の実施

　産業・観光の活性化に結
びつく、特色ある観光のあ
り方に取り組みます。

２．産業観光の促進

② 地域の特性を生かした観光の振興

第 ２ 次 後 期 計 画

(6) 観光資源及び地域の特性を生かした観光の振興を進める

主要

主要

主要

新規

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

施　策　名 取組年度

　魅力ある八潮市をアピー
ルするために、積極的に観
光情報を提供するととも
に、つくばエクスプレス沿
線自治体と連携して来訪者
の増加を図ります。

事　業　名

・観光パンフレットの活
　用

・市、観光協会、商工会
　等のホームページの充
　実

・観光農園の開設支援

・ガーデンコミュニティ
　制度の支援

・農業体験事業の支援

・ふれあい農園の開設支
　援

３．観光情報の提供

４．市民とふれあう農業

　観光の活性化に結びつ
く、市民とふれあう農業の
形成を図ります。

・鉄道会社・関係機関へ
　の情報提供

・つくばエクスプレス沿
　線自治体との連携

・観光案内所設置の支援

・農業祭の開催

・市民農園の管理

第 ２ 次 後 期 計 画

主要

主要

主要

主要

主要

主要

主要

主要

(6) 観光資源及び地域の特性を生かした観光の振興を進める

② 地域の特性を生かした観光の振興
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

施　策　名 取組年度事　業　名

・各工業会及び工業会連
　合会の育成支援

・各商店会の育成・支援

・商業者組織の充実

・異業種交流の促進

１．団体の育成

　市内経済全体の活性化を
推進するため、財政基盤に
不安を抱える市内工業・商
業団体等に対し、育成・振
興を図ります。

・工業者組織の充実

(7) 関係団体を育成及び支援する

① 関係団体の育成

第 ２ 次 後 期 計 画
主要

主要

主要

主要
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

取組年度施　策　名 事　業　名

２．農業団体・後継者団体の

　　充実

・商工会事業費の補助

・工業活性化推進事業

・商店街活性化推進事業
　の補助

・商店街組織化の促進、
　充実

・さくらカード事業の支
　援

・地産地消推進協議会へ
　の支援

・環境保全型農業推進協
　議会への支援

・八潮市農業再生協議会
　への支援

１．商工団体の支援

　経営の近代化などによる
魅力ある商店会づくりを促
進するとともに、本市の主
要産業である工業をより高
い付加価値をもつ産業へと
構造転換を図るため、商工
団体を支援します。

・たばこ販売促進会の補
　助

・園芸協会への支援

・直売所連絡協議会への
　支援

・青耕会への支援

・鉢の会への支援

　専門技術や知識の習得を
支援するため、地域農業の
担い手となる農業後継者を
育成するとともに、農業団
体や後継者団体の充実を図
ります。

② 関係団体の支援

第 ２ 次 後 期 計 画

(7) 関係団体を育成及び支援する
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28～R2 3 4 5 6 7
第２次前期

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

28～R2 3 4 5 6 7

※キャリア教育
　キャリア教育とは、従来の進路指導を発展させ、
　１．児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てる教育です。
　２．小学校段階から、明確な目的意識を持って、日々の学業に取り組み、「生きる力」を身に付
　　　け、厳しい社会の変化に対応し、主体的に自己の進路を選択・決定できるなど、社会人・職
　　　業人として自立していくことができるようにする教育です。

３．施策・事業の推進に向けて

①　新規事業の事業化にあたっては、関係機関との連携を図りながら、産業界のニーズ把握に

　努め、的確な時期に実施できるよう引き続き検討を進めます。　

②　施策・事業の推進に向け、庁内組織体制の充実を図るとともに、産業界関係者と行政から

　なる組織を立ち上げ、施策・事業の効率的な推進を図るための情報・意見交換の実施やそれ

　ぞれの産業界、また、行政との連携を深める場の設置に努めます。

施　策　名 取組年度

　新たな交通の導入を促進
するとともに、路線バス網
の整備を図り、利便性に優
れた交通体系を目指しま
す。

　一人一人の可能性や個性
を職場体験活動等を通して
伸ばし、創造性と主体性の
豊かな人間形成を図りま
す。

事　業　名

〈産業振興関連事業〉

〈産業振興関連事業〉

１．公共交通機関の整備促進

２．啓発的体験活動の充実

・地下鉄８号線導入促進
　事業

・路線バス網の整備促進

・八潮こども夢大学の実
　施

・中学生社会体験チャレ
　ンジ事業（キャリア教
　育の充実）（※）

(8) 前各号に掲げるもののほか産業の振興を図る

① 産業の振興のために必要と認めるもの

第 ２ 次 後 期 計 画
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